
❶
 取
引
の
相
手
方
に
消
費
税
を
転
嫁

　
 し
て
い
な
い
旨
の
表
示

❷
 取
引
の
相
手
方
が
負
担
す
べ
き
消
費
税
を

　
 対
価
の
額
か
ら
減
ず
る
旨
の
表
示
で
あ
っ
て

　
 消
費
税
と
の
関
連
を
明
示
し
て
い
る
も
の

転
嫁
を
阻
害
す
る
表
示
の
是
正

�
　
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、あ
た
か
も
消
費
者
が
消
費
税
を
負
担
し
て
い
な
い
又
は
軽
減
さ
れ
て
い
る
か
の
よ

う
な
誤
認
を
消
費
者
に
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、納
入
業
者
に
対
す
る
買
い
た
た
き
や
、競
合
す
る
小
売
業
者
の
消

費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、事
業
者
が
消
費
税
分
を
値
引
き
す
る
等
の
宣
伝
や
広
告

を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す（
平
成
25
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
の
措
置
）。

▶
禁
止
さ
れ
る
表
示

事
業
者
は
、
平
成
2
6
年
４
月
１
日
以
後
に
お
け
る
自
己
の
供
給
す
る
商
品
等
の
取
引
に
つ
い
て
、

以
下
❶
～
❸
の
表
示
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
消
費
税
は
最
終
的
に
消
費
者
が
負
担
す
る
も
の
で
す
の
で
、
以
下
の
よ
う
な
あ
た
か
も
消
費
者
が
消
費
税
を
負
担
し
て
い
な
い
か
の
よ

う
に
誤
認
さ
せ
て
し
ま
う
お
そ
れ
の
あ
る
表
示
は
禁
止
さ
れ
ま
す
。

▶
「
消
費
税
は
転
嫁
し
ま
せ
ん
。」

▶
「
消
費
税
は
一
部
の
商
品
に
し
か
転
嫁
し
て
い
ま
せ
ん
。」

▶
「
消
費
税
を
転
嫁
し
て
い
な
い
の
で
、
価
格
が
安
く
な
っ
て
い
ま
す
。」

▶
「
消
費
税
は
い
た
だ
き
ま
せ
ん
。」

▶
「
消
費
税
は
当
店
が
負
担
し
て
い
ま
す
。」

▶
「
消
費
税
は
お
ま
け
し
ま
す
。」

▶
「
消
費
税
は
サ
ー
ビ
ス
。」

▶
「
消
費
税
還
元
」、
「
消
費
税
還
元
セ
ー
ル
」

▶
「
当
店
は
消
費
税
増
税
分
を
据
え
置
い
て
い
ま
す
。」

　
以
下
の
よ
う
な
消
費
税
分
を
値
引
き
す
る
旨
の
表
示
は
、
消
費
者
が
実
質
的
に
消
費
税
を

負
担
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
誤
認
さ
せ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
禁
止
さ
れ
ま
す
。

▶
「
消
費
税
率
上
昇
分
値
引
き
し
ま
す
。」

▶
「
消
費
税
８
％
分
還
元
セ
ー
ル
」

▶
「
増
税
分
は
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。」

▶
「
消
費
税
率
の
引
上
げ
分
を
レ
ジ
に
て
値
引
き
し
ま
す
。」
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げ
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  値
下
げ

￥
￥

❸
 消
費
税
に
関
連
し
て
取
引
の
相
手
方
に
経
済
上
の

　
 利
益
を
提
供
す
る
旨
の
表
示
で
あ
っ
て
❷
に
掲
げ
る

　
 表
示
に
準
ず
る
も
の

消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
表
示
に
対
し
て
は
、
政
府
一
丸
と
な
っ
て

監
視
・
取
締
り
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

●
消
費
者
庁
長
官
、
公
正
取
引
委
員
会
、
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
等
、
中
小
企
業
庁
長
官
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
報
告
を
求
め
た
り
、

立
入
検
査
を
行
い
ま
す
。

●
消
費
者
庁
長
官
、
公
正
取
引
委
員
会
、
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
等
、
中
小
企
業
庁
長
官
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
違
反
行
為
を
防

止
又
は
是
正
す
る
た
め
に
、
必
要
な
指
導
を
行
い
ま
す
。

●
公
正
取
引
委
員
会
、
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
等
、
中
小
企
業
庁
長
官
は
、
違
反
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
消
費
者
庁
長
官

に
対
し
て
、
適
当
な
措
置
を
と
る
よ
う
求
め
る
措
置
請
求
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
違
反
行
為
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
に
は
必
ず
措
置
請
求
を
行
い
ま
す
。

●
消
費
者
庁
長
官
は
、
違
反
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
行
為
を
取
り
や
め
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る

よ
う
勧
告
し
、
そ
の
旨
を
公
表
し
ま
す
。

（
注
）
建
設
業
、
宅
地
建
物
取
引
業
、
不
動
産
鑑
定
業
、
浄
化
槽
工
事
業
、
解
体
工
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
も
検
査
や
指

導
、
消
費
者
庁
に
対
す
る
措
置
請
求
を
行
い
ま
す
。

１ 消 費 税 率 引 上 げ の

　
 趣 旨 ・ 消 費 税 の 性 格

４ 総 額 表 示 義 務 の 特 例 ５ 総 額 表 示 に 係 る

　

 景 品 表 示 法 の 適 用 除 外

８ 消 費 税 価 格 転 嫁 等

　

 総 合 相 談 セ ン タ ー

２ 転 嫁 拒 否 等 の 行 為 の 是 正 ６ 転 嫁 カ ル テ ル ・ 表 示 カ ル テ ル の

　

 独 占 禁 止 法 適 用 除 外

７ 便 乗 値 上 げ３ 転 嫁 を 阻 害 す る

　

 表 示 の 是 正

消
費
者
庁
表
示
対
策
課
  0
3
- 3
5
07
- 8
8
0
0（
代
表
）

３
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先

禁
止
さ
れ
な
い
表
示

　
以
下
の
よ
う
な
消
費
税
分
の
物
品
、
金
銭
、
映
画
の
チ
ケ
ッ
ト
、
ポ
イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
に
お

け
る
ポ
イ
ン
ト
な
ど
の
「
経
済
上
の
利
益
」
を
消
費
税
に
関
連
し
て
提
供
す
る
旨
の
表
示
は
、

消
費
者
が
実
質
的
に
消
費
税
を
負
担
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
誤
認
さ
せ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
禁
止
さ
れ
ま
す
。

▶
「
消
費
税
相
当
分
、
次
回
の
購
入
に
利
用
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま
す
。」

▶
「
消
費
税
相
当
分
の
商
品
券
を
提
供
し
ま
す
。」

▶
「
消
費
税
相
当
分
の
お
好
き
な
商
品
１
つ
を
提
供
し
ま
す
。」

▶
「
消
費
税
率
の
引
上
げ
分
を
後
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
ま
す
。」

次
の
1
～
3
の
よ
う
な
表
示
は
、
宣
伝
や
広
告
の
表
示
全
体
か
ら
み
て
消
費
税
を
意
味
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら
か
な
場
合
で
な
け

れ
ば
、
い
ず
れ
も
、
消
費
税
分
を
値
引
き
す
る
等
の
表
示
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
の
で
、
本
法
律
で
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

1
 消
費
税
と
の
関
連
が
は
っ
き
り
し
な
い

2
 た
ま
た
ま
消
費
税
率
の
引
上
げ
幅
と

 　
一
致
す
る
だ
け

3
 た
ま
た
ま
消
費
税
率
と
一
致
す
る
だ
け
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❶
 税
抜
価
格
の
み
を
表
示
す
る
場
合

△
△
ス
ー
パ
ー

△
△
ス
ー
パ
ー

△
△
ス
ー
パ
ー

△
△
ス
ー
パ
ー

▶
特
例
が
な
い
場
合（
総
額
表
示
義
務
あ
り
）の
例
▶
特
例
を
適
用
す
る
場
合
の
例

必
要

値
札
の
貼
替
え
が

必
要
な
し

値
札
の
貼
替
え
は

▶
2
6
.4
.1
～

▶
～
2
6
.3
.3
1

▶
2
6
.4
.1
～

▶
～
2
6
.3
.3
1

●
●
●
円（
税
抜
き
）

●
●
●
円（
税
抜
価
格
）

●
●
●
円（
本
体
）

●
●
●
円（
本
体
価
格
）

●
●
●
円
＋
税

●
●
●
円
＋
消
費
税

△
△
ス
ー
パ
ー

△
△
ス
ー
パ
ー

△
△
ス
ー
パ
ー

△
△
ス
ー
パ
ー

△
△
ス
ー
パ
ー

△
△
ス
ー
パ
ー

総
額
表
示
義
務
の
特
例

�
　
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、二
度
に
わ
た
る
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
、消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転

嫁
の
確
保
及
び
事
業
者
に
よ
る
値
札
の
貼
替
え
等
の
事
務
負
担
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
総
額
表
示
義
務
の
特
例
と
し
て
、

平
成
25
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、現
に
表
示
す
る
価
格
が
税
込
価
格
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
な
い

た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
税
込
価
格
を
表
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
消
費
者
の
利
便
性
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
で
あ
っ
て
も
本
特
例
に
よ
り
税
込
価
格
を
表
示
し
な
い
事

業
者
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
税
込
価
格
を
表
示
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
例
を
適
用
し
た
場
合
の
事
務
負
担
の
軽
減

1
　
個
々
の
値
札
等
に
お
い
て
税
抜
価
格
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
例

2
　
店
内
に
お
け
る
掲
示
等
に
よ
り

　
　
一
括
し
て
税
抜
価
格
で
あ
る

　
　
こ
と
を
明
示
す
る
例

　
　
個
々
の
値
札
等
に
お
い
て
は
、「
○
○
○
円
」
と
税

抜
価
格
の
み
を
表
示
し
、別
途
、消
費
者
が
商
品
等
を
選

択
す
る
際
に
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
、明
瞭
に【
右
図
】

の
よ
う
な
表
示
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

※
上
記
の
よ
う
な
表
示
は
、
例
え
ば
、
値
札
、
チ
ラ
シ
、
看
板
、
ポ
ス
タ
ー
、
商
品
カ
タ
ロ
グ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

具
体
的
な
表
示
例
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❷
 旧
税
率
に
基
づ
く
税
込
価
格
等
で

 　
価
格
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合

財
務
省
主
税
局
税
制
第
二
課
　
0
3
- 3
5
8
1-
4
11
1（
代
表
）

４
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先

１ 消 費 税 率 引 上 げ の

　
 趣 旨 ・ 消 費 税 の 性 格

３ 転 嫁 を 阻 害 す る 表 示 の 是 正 ６ 転 嫁 カ ル テ ル ・ 表 示 カ ル テ ル の

　

 独 占 禁 止 法 適 用 除 外

７ 便 乗 値 上 げ ８ 消 費 税 価 格 転 嫁 等

　

 総 合 相 談 セ ン タ ー

２ 転 嫁 拒 否 等 の 行 為 の 是 正 ４ 総 額 表 示 義 務 の 特 例 ５ 総 額 表 示 に 係 る

　

 景 品 表 示 法 の 適 用 除 外

▶
税
込
価
格
が
明
瞭
に
表
示
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
考
え
方
と
具
体
例

　
税
込
価
格
が
明
瞭
に
表
示
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
表
示
媒
体
に
お
け
る
表
示
全
体
か
ら
み
て
、
税
込
価
格
が
一
般
消
費
者
に

と
っ
て
見
や
す
く
、
か
つ
、
税
抜
価
格
が
税
込
価
格
で
あ
る
と
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
表
示
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に

よ
り
判
断
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
、
①
税
込
価
格
表
示
の
文
字
の
大
き
さ
、
②
文
字
間
余
白
、
行
間
余
白
、
③
背
景
の
色
と
の
対
照

性
の
各
要
素
が
総
合
的
に
勘
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

総
額
表
示
に
係
る

景
品
表
示
法
の
適
用
除
外

�
　
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、
税
込
価
格
と
税
抜
価
格
が
併
記
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
税
込
価
格
が
明
瞭

に
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
価
格
に
つ
い
て
一
般
消
費
者
に
誤
認
を
与
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
、
景
品
表
示
法

第
４
条
第
１
項（
不
当
表
示
）
の
規
定
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
旨
を
確
認
的
に
規
定
し
て
い
ま
す
。

1
　
新
税
率
の
適
用
後
に
お
い
て
も
一
時
的
に
旧
税
率
に

　
　
基
づ
く
税
込
価
格
の
表
示
が
残
る
場
合
の
表
示
例

　
　
個
々
の
値
札
等
に
お
い
て
は
、「
○
○
○
円
」
と
旧
税
率
に
基
づ
く
税
込
価
格

を
表
示
し
、
別
途
、
消
費
者
が
商
品
等
を
選
択
す
る
際
に
目
に
付
き
易
い
場
所
に
、

明
瞭
に【
右
図
】の
よ
う
な
表
示
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

2
　
新
税
率
の
適
用
前
か
ら
新
税
率
に
基
づ
く

　
　
税
込
価
格
の
表
示
を
行
う
場
合
の
表
示
例

　
　
個
々
の
値
札
等
に
お
い
て
は
、「
○
○
○
円
」
と
新
税
率
に
基
づ
く
税
込
価
格

を
表
示
し
、
別
途
、
消
費
者
が
商
品
等
を
選
択
す
る
際
に
目
に
付
き
易
い
場
所
に
、

明
瞭
に【
右
図
】の
よ
う
な
表
示
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

明
瞭
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
例

明
瞭
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
例

① ② ③

① ② ③

９
，８
０
０
円（

税
込
１
０
，５
８
４
円
）

９
，８
０
０
円（
税
込
１
０
，５
８
４
円
）

 

９
，８
０
０
円（
税
込
１
０
，５
８
４
円
）
 

９
，８
０
０
円

（
税
込
１
０
，５
８
４
円
）

９
，８
０
０
円

（税込
１０，５

８４円
）

 

９
，８
０
０
円（
税
込
１
０
，５
８
４
円
）
 

消
費
者
庁
表
示
対
策
課
　
0
3
-3
5
07
-8
8
0
0（
代
表
）

５
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先

具
体
的
な
表
示
例
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❶
 転
嫁
カ
ル
テ
ル

転
嫁
カ
ル
テ
ル
・
表
示
カ
ル
テ
ル

の
独
占
禁
止
法
適
用
除
外

�
　
今
般
の
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
消
費
税
を
円
滑
か
つ
適
正
に
転
嫁
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
消

費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
で
は
、
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
事
前
に
届
け
出
る
こ
と

に
よ
り
、
消
費
税
の
転
嫁
及
び
表
示
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
（
転
嫁
カ
ル
テ
ル
・
表
示
カ
ル
テ
ル
）を
独

占
禁
止
法
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
転
嫁
カ
ル
テ
ル
と
は
、「
消
費
税
の
転
嫁
の
方
法
の
決
定
」
に
つ
い
て
の
共
同
行
為
で
す
。

転
嫁
カ
ル
テ
ル
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
主
に
中
小
事
業
者
や
そ
の
団
体
で
す
。

　
転
嫁
カ
ル
テ
ル
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
為
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

〈
具
体
例
〉

▶
各
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
主
的
に
定
め
て
い
る
本
体
価
格
に
消
費
税

額
分
を
上
乗
せ
す
る
旨
の
決
定

▶
消
費
税
率
引
上
げ
分
を
上
乗
せ
し
た
結
果
、
計
算
上
生
じ
る
端
数
に

つ
い
て
、
対
象
と
な
る
商
品
の
値
付
け
単
位
、
取
引
慣
行
、
上
乗
せ

前
の
価
格
か
ら
の
上
昇
の
度
合
等
を
考
慮
し
て
、
切
上
げ
、
切
捨
て
、

四
捨
五
入
等
に
よ
り
合
理
的
な
範
囲
で
処
理
す
る
旨
の
決
定

　
例
１
　
 本
体
価
格
9
8
円
×
８
％
＝
消
費
税
額
７
.8
4円
　
→
　
８
円

　
例
２
　
 本
体
価
格
9
3
円
×
８
％
＝
消
費
税
額
７
.4
4円
　
→
　
７
円

【
以
下
の
よ
う
な
行
為
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
】

〈
具
体
例
〉

▶
消
費
税
率
引
上
げ
後
の
税
抜
価
格（
本
体
価
格
）

　
又
は
税
込
価
格
を
統
一
す
る
旨
の
決
定

▶
消
費
税
率
引
上
げ
分
と
異
な
る
額
（
率
）を
転
嫁
す
る
旨
の
決
定

▶
合
理
的
な
範
囲
を
超
え
る
不
当
な
端
数
処
理
を
行
う
旨
の
決
定
　
　
な
ど

P
O
IN
T

消
費
税
の

転
嫁
の
方
法
の
決
定

中
小
事
業
者
と
は
？

卸
売
業

サ
ー
ビ
ス
業

小
売
業

製
造
業
・
建
設
業
・
運
輸
業
等
 

３
億
円
以
下
又
は
30
0人
以
下

１
億
円
以
下
又
は
10
0人
以
下
 

５
千
万
円
以
下
又
は
10
0人
以
下
 

５
千
万
円
以
下
又
は
50
人
以
下
 

業
　
種

資
本
金
規
模
・
従
業
員
規
模

〈
凡
例
〉

消
費
税
の
転
嫁

及
び
表
示
の
方
法

の
決
定
に
係
る
共
同

行
為
を
行
う
際
に
は
、

次
の
点
に
御
注
意

く
だ
さ
い

以
下
の
期
間
の
共
同
行
為
が
認
め

ら
れ
ま
す

▶
平
成
2
6
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
9
年
３
月
31

日
ま
で
の
間
の
商
品
又
は
役
務
の
供
給
を
対

象
と
し
た
共
同
行
為
が
独
占
禁
止
法
の
適
用

除
外
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
注
　
 届
出
は
平
成
25
年
10
月
１
日
か
ら
可
能

で
す
。

注
2

転
嫁
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為

と
表
示
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行

為
と
で
は
、
要
件
が
異
な
り
ま
す

▶
転
嫁
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
に
は
参
加
事

業
者
の
３
分
の
２
以
上
が
中
小
事
業
者
で
あ
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

　
注
　
 表
示
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
は
、

全
て
の
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
に
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

注
1

　
注
　
 こ
の
ほ
か
、
政
令

　
　
　
 に
よ
る
特
例
が
あ

　
　
　
 り
ま
す
。
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❷
 表
示
カ
ル
テ
ル

P
O
IN
T

１ 消 費 税 率 引 上 げ の

　
 趣 旨 ・ 消 費 税 の 性 格

３ 転 嫁 を 阻 害 す る 表 示 の 是 正 ４ 総 額 表 示 義 務 の 特 例 ７ 便 乗 値 上 げ ８ 消 費 税 価 格 転 嫁 等

　

 総 合 相 談 セ ン タ ー

２ 転 嫁 拒 否 等 の 行 為 の 是 正 ５ 総 額 表 示 に 係 る

　

 景 品 表 示 法 の 適 用 除 外

６ 転 嫁 カ ル テ ル ・ 表 示 カ ル テ ル の

　

 独 占 禁 止 法 適 用 除 外

　
表
示
カ
ル
テ
ル
と
は
、「
消
費
税
に
つ
い
て
の
表
示
の
方
法
の
決
定
」
に
つ
い
て
の
共
同
行

為
で
す
。
表
示
カ
ル
テ
ル
は
、全
て
の
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
が
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
表
示
カ
ル
テ
ル
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
為
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

〈
具
体
例
〉

▶
消
費
税
率
引
上
げ
後
の
価
格
に
つ
い
て
統
一
的
な
表
示
方
法
を
用
い
る
旨
の
決
定

　
ア
　
税
込
価
格
を
表
示
す
る
場
合

　
　
　
例
１
　
 「
税
込
価
格
」
と
「
消
費
税
額
」
と
を
並
べ
て
表
示

　
　
　
例
２
　
 「
税
込
価
格
」
と
「
税
抜
価
格
」
と
を
並
べ
て
表
示

　
イ
　
 税
込
価
格
を
表
示
し
な
い
場
合

　
　
　（
４
　
総
額
表
示
義
務
の
特
例
（
９
頁
～
10
頁
）
を
利
用
す
る
場
合
）

　
　
　
例
１
　
 個
々
の
値
札
に
、
税
抜
価
格
を
表
示
し
た
上
、「
＋
税
」
と
表
示
す
る
旨
の
決
定

　
　
　
例
２
　
 個
々
の
値
札
は
税
抜
価
格
を
表
示
し
た
上
、
商
品
棚
等
の
消
費
者
に
見
や
す
い
場
所
に
、「
消
費
税
は
別
途
い
た
だ
き
ま
す
」

な
ど
と
表
示
す
る
旨
の
決
定

【
形
式
上
、
表
示
の
方
法
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
共
同
行
為
の
内
容
に
転
嫁
カ
ル
テ
ル
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い

る
場
合
に
は
、「
転
嫁
カ
ル
テ
ル
」
の
届
出
が
必
要
で
す
】

〈
具
体
例
〉

▶
消
費
税
率
引
上
げ
分
を
消
費
税
率
引
上
げ
前
の
対
価
に
上
乗
せ
し
た
結
果
、
計
算
上
生
じ
る
端
数
を
切
上
げ
に
よ
り
処
理
し
て
、
税
込

価
格
を
表
示
す
る
旨
の
決
定

消
費
税
に
つ
い
て
の

表
示
の
方
法
の
決
定

共
同
行
為
を
行
う
場
合
、
公
正
取
引
委

員
会
へ
の
事
前
の
届
出
が
必
要
で
す

▶
共
同
行
為
を
行
う
に
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し

て
、
共
同
行
為
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
事
前
に
届
け

出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▶
届
出
書
の
様
式
な
ど
、
具
体
的
な
届
出
の
方
法
に
つ

い
て
は
、公
正
取
引
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ht
tp
://

w
w
w
.jf
tc
.g
o.
jp
/）
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

注
3

　
共
同
行
為
は
あ
く
ま
で
も
任
意
の
も
の
で
す
。
こ
れ
を
行
う
か
ど
う
か
、

こ
れ
に
参
加
す
る
か
ど
う
か
は
、
個
別
の
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
の
自

主
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
共
同
行
為
の

実
施
や
参
加
を
強
制
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

注
意

点 ０
３
-３
５
８１
-５
４
７１

（
代
表
）

公
正
取
引
委
員
会
 取
引
企
画
課

６
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先
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便
乗
値
上
げ

� 便
乗
値
上
げ
と
は

　
今
回
の
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
商
品

や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が
、
新
た
な
税
負
担
に
見
合
っ
た
幅
で
上

昇
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
者

が
、
他
に
合
理
的
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
率
の

上
昇
に
見
合
っ
た
幅
以
上
の
値
上
げ
を
す
る
場
合
、
そ
れ
は
便

乗
値
上
げ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
一
般
に
、
個
々
の
商
品
な
ど
の
価
格
は
、
自
由
競

争
の
下
で
市
場
条
件
を
反
映
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
便
乗
値
上
げ
に
該
当
す
る
の

か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
税
負
担
の
変
化
に
よ

る
上
昇
幅
を
超
え
て
い
る
か
と
い
う
点
の
ほ
か
、
商
品
な
ど
の

特
性
、
需
給
の
動
向
や
コ
ス
ト
の
変
動
な
ど
、
種
々
の
要
因
を

総
合
的
に
勘
案
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
課
税
さ
れ
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
本

体
価
格
が
全
く
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
な
ど

が
行
わ
れ
た
後
の
価
格
は
、総
額
表
示
（
税
込
価
格
）
の
場
合
、

税
抜
価
格
の
場
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

１
万
円
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
値
上
げ
に
つ
い
て

（
※
）
本
体
価
格
は
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
後
も
従
前
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

1
 総
額
表
示（
税
込
価
格
） で

   
  　
　
１
万
円
と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合

2
 税
抜
価
格
で

　
　
　
 １
万
円
と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合

便
乗
値
上
げ
は
、い
け
ま
せ
ん
。

～
消
費
者
の
生
活
に
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。～

13

便
乗
値
上
げ
の
よ
う
に
見
え
て
、
便
乗
値
上
げ
に
当
た
ら
な
い
も
の
2

～
免
税
事
業
者
が
仕
入
価
格
に

　
　
　
　
　
　
含
ま
れ
る
税
額
を
転
嫁
す
る
場
合
～

１ 消 費 税 率 引 上 げ の

　
 趣 旨 ・ 消 費 税 の 性 格

３ 転 嫁 を 阻 害 す る 表 示 の 是 正 ４ 総 額 表 示 義 務 の 特 例 ５ 総 額 表 示 に 係 る

　

 景 品 表 示 法 の 適 用 除 外

８ 消 費 税 価 格 転 嫁 等

　

 総 合 相 談 セ ン タ ー

２ 転 嫁 拒 否 等 の 行 為 の 是 正 ６ 転 嫁 カ ル テ ル ・ 表 示 カ ル テ ル の

　

 独 占 禁 止 法 適 用 除 外 ７ 便 乗 値 上 げ

1
 課
税
事
業
者

2
 免
税
事
業
者

付
加
価
値

A
a

B
b

本
体
価
格

消
費
税

売 上 げ
仕 入 価 格

3％
5％

付
加
価
値

A
a

B
b

本
体
価
格

消
費
税

売 上 げ
仕 入 価 格

3％
5％

消
費
者
庁
消
費
生
活
情
報
課
　0
3
-3
5
0
7
-8
8
0
0（
代
表
）

７
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先

便
乗
値
上
げ
の
よ
う
に
見
え
て
、
便
乗
値
上
げ
に
当
た
ら
な
い
も
の
1

～
事
業
全
体
で
適
正
な
転
嫁
を
し
て
い
る
場
合
～

　
 あ
る
特
定
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
、
他
に
特
段
の
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
体
価
格
の
３
％
を
超
え
る
値
上
げ
が
行

わ
れ
た
場
合
、
そ
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
だ
け
を
見
る
と
、
便
乗
値
上
げ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
事
業
者
が
、
事
業
全
体

と
し
て
税
率
変
更
に
見
合
っ
た
適
正
な
転
嫁
を
し
て
い
れ
ば
、
便
乗
値
上
げ
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。

　
免
税
事
業
者
が
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
て
値
上
げ
を
す
る
場
合
、
一
見
便
乗
値
上
げ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
免
税
事

業
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
仕
入
価
格
に
は
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
価
格
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
便
乗

値
上
げ
に
当
た
り
ま
せ
ん
。

［
端
数
処
理
］

各
種
の
運
賃
な
ど
、
取
引
慣
行
や
利
用
者
の
便
宜
な
ど
を
考
慮
し
て
10
円
単
位
で
税
込
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
場
合
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
据

置
き
と
す
る
反
面
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
３
％
を
超
え
る
値
上
げ
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

事
業
全
体
と
し
て
適
正
な
転
嫁
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
例

免
税
事
業
者
が
仕
入
価
格
に
含
ま
れ
る
税
額
を
転
嫁
す
る
場
合
に
つ
い
て

（
区
間
Ａ
、
Ｂ
と
も
に
総
額
表
示
）

区
間
Ａ

（
8
5
万
人
利
用
）
15
0円

➡
15
0円

据
置
き

（
引
上
げ
率
＝
0.
00
％
）

区
間
Ｂ

（
7
5
万
人
利
用
）
18
0円

➡
19
0円

10
円
引
上
げ

（
引
上
げ
率
＝
5.
56
％
）

事
業
全
体
の

売
上
げ

26
2.
5

（
百
万
円
）
➡

27
0.
0

（
百
万
円
）

増
加
率
＝
2.
85
％

※
上
記
の
事
例
は
、
実
際
の
運
賃
な
ど
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

理
論
的
に
は
、
総
額
表
示
（
内
税
）
の
商
品
に
つ
い
て

本
体
価
格
が
一
定
で
あ
る
場
合
、
税
率
が
５
％
か
ら
８

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
10
8-
10
5）
/1
05
=
2.
85
％

の
値
上
げ
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
左
の
事
業
者
の
例
で
は
、
事
業
全
体
と

し
て
の
売
上
げ
増
が
理
論
値
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
区
間
Ｂ
に
つ
い
て
5
.5
6
％
の
引
上
げ
が
あ
る
こ
と

を
も
っ
て
便
乗
値
上
げ
で
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
課
税
事
業
者
で
は
、

ａ
＋
ｂ
の
値
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
税
義
務
者
と
し
て
、
Ａ
に
加
え
新
た
に
ａ
の
納
税
を
行
う
。

ｂ
に
つ
い
て
は
仕
入
価
格
の
上
昇
と
し
て
負
担
。

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
免
税
事
業
者
で
は
、
仕
入
価
格
が
高
く

な
っ
た
分
（
＝
ｂ
）
の
値
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ａ
の
納
税
を
行
う
必
要
が
な
い
の
で
、 ａ
＋
ｂ
の
値
上
げ
は
予
定
さ
れ

て
い
な
い
。
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お問い
合わせ先
［一　覧］

消費税価格転嫁等
総合相談センター	

消費税価格転嫁等総合相談センターは
内閣府が設置している政府共通の
相談窓口です。

転嫁拒否等の行為の是正、転嫁カルテル・表示カルテルに関する問い合わせ先

公正取引委員会取引企画課 　03－3581－5471（代表）
転嫁を阻害する表示の是正に関する問い合わせ先

消費者庁表示対策課 　　　 03－3507－8800（代表）
消費税の総額表示義務の特例に関する問い合わせ先

財務省主税局税制第二課 　  03－3581－4111（代表）
便乗値上げに関する問い合わせ先

消費者庁消費生活情報課 　03－3507－8800（代表）

● センターでは、このような相談に関して、法令等の考え方を回答するほか転嫁拒否など消費税転嫁
対策特別措置法に違反する疑いのある行為については、相談者の御意向により、センターから担当省
庁へ通知します。

センターでは次のような相談を受け付けます。

● 転嫁に関する問い合わせ　● 広告・宣伝に関する問い合わせ

● 消費税の総額表示に関する問い合わせ　● 便乗値上げに関する問い合わせ

専用ダイヤル：0570－200－123
【受付時間】平日　９：00～17：00（平成26年３月・４月は土曜日も受付）

URL （24時間受付）

http://www.tenkasoudan.go.jp

※通話料金はお住まいの地域に応じて以下の料金がかかります。なお、実際にかかる金額は音声ガイダンスで御案内しております。
●固定電話からは　8.5円～80円 / 3分間　●携帯電話からは　90円 / 3分間　●公衆電話からは　30円～220円 / 3分間

御相談は専用ダイヤル又はHP上の専用フォームを御利用下さい。

（2013年10月）15


